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議題 2．平成 27 年度市民参加実施事業におけるヒアリングの試行実施 
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                                別 紙 

１．市民参加推進会議の概要  
・市で行っている市民参加が時代に則してより良い制度として高めていくように、

市では市民参加条例第２５条に基づき市民参加推進会議を設置している。 
  ⇒ 委員の構成 
    （１）識見を有する者 ２名 
    （２）市内において市民活動を行う団体に属する者 ２名 
    （３）公募市民 ５人以内（現在は４名） 
 
・市民参加推進会議では市民参加条例に基づき市長から諮問された事項を調査審議

する。 
 ⇒ （１）市民参加の実施状況に関すること 

    （２）市民参加の方法の研究および改善 
    （３）市民参加条例の見直しに関する事項 
    （４）上記の他、市民参加の推進に関する事項 
   
  ⇒ 諮問された事項を調査審議した後に、より良い市民参加が出来るよう諮問

に対する市の対応を提言した答申を提出している。 
 
 
２．市民参加の実施状況の評価 
・市民参加推進会議の審議事項のうち「（１）市民参加の実施状況に関すること」に

ついては、各課が行った市民参加を調票に基づいて評価する総合的評価を実施し

ている。 
  ⇒ 総合的評価では、委員が各課の作成した調票を評価基準・評価チェック項

目に基づき評価する。評価は数値化され、基準点 30 点+市民参加の手法を

実施した数×20 点を満点とした計算を行い、最終合計点が何点かによって

その市民参加を行った事業を総合的に評価する。 
 
 
３．市民参加の実施状況調査の限界とヒアリングの試行 
・これまで市民参加推進会議では、市民参加を実施した事業について取りまとめた

調票を判断材料として評価をしてきた。 
 ⇒ 評価をする中で疑問が生じた部分については詳細な内容が不明のため、形式

的な評価となってしまう。 
 
 ⇒ そのため、事業を行った担当課にヒアリングをしながら評価することで、事

業の詳細な内容の把握や調票から読み取れない部分を知ることにより、実際

に則した適切な評価を行うことが出来るとともに、職員の市民参加に対する

理解が促進される。 
 
 ⇒ 今年度より２事業を対象にヒアリングを試行的に実施。 
 


